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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和3年12月2日(2021.12.2)

【公開番号】特開2021-167945(P2021-167945A)
【公開日】令和3年10月21日(2021.10.21)
【年通号数】公開・登録公報2021-051
【出願番号】特願2021-60103(P2021-60103)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｂ  17/56     (2021.01)
   Ｇ０３Ｂ  15/05     (2021.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/225    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｂ   17/56     　　　Ｊ
   Ｇ０３Ｂ   15/05     　　　　
   Ｈ０４Ｎ    5/225    １００　

【手続補正書】
【提出日】令和3年9月16日(2021.9.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセサリがアクセサリシューを介して着脱可能に装着され、前記アクセサリシューに
前記アクセサリと電気的に接続される複数の接点が一列に配列された電子機器であって、
　前記複数の接点は、
　前記電子機器と前記アクセサリとの間での通信においてデータ信号の伝達に用いられる
第１の信号接点と、
　前記通信において前記データ信号と同期してクロック信号の送信に用いられる第２の信
号接点と、
　前記アクセサリからの通信要求信号の受信に用いられる第３の信号接点と、を含み、
　前記第１の信号接点と前記第２の信号接点は互いに隣り合って配置されており、
　前記第１の信号接点の、前記第２の信号接点とは反対隣りに、前記第３の信号接点が配
置されており、
　前記通信要求信号の前記第３の信号接点を介した受信に応じて前記データ信号の前記第
１の信号接点を介した送信が実行されることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記第１の信号接点を介した通信中は、前記第２の信号接点を介した前記アクセサリへ
のクロック信号と前記第３の信号接点を介した前記アクセサリからの通信要求信号を除き
通信が行われないことを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記第１の信号接点および前記第２の信号接点を介して、オープンドレイン方式の通信
が実行されることを特徴とする請求項１または２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記第３の信号接点を介して、オープンドレイン方式の通信が実行されることを特徴と
する請求項１から３のいずれか一項に記載の電子機器。
【請求項５】
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　前記第１の信号接点および前記第２の信号接点は、Ｉ２Ｃ通信に用いられる信号接点で
あることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記第２の信号接点の、前記第１の信号接点とは反対隣りに、前記電子機器から前記照
明機器の発光を制御するための制御信号の送信に用いられる第４の信号接点を有し、
　前記制御信号は、前記第１の信号接点および前記第２の信号接点を介した通信の前もし
くは後に送信されることを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記第３の信号接点の、前記第１の信号接点とは反対隣に、第５の信号接点、第６の信
号接点、第７の信号接点、第８の信号接点、が順に配置されており、
　前記第５の信号接点を介して前記アクセサリに送信される通信要求に応じて、データ信
号の前記第６の信号接点を介した受信およびデータ信号の前記第７の信号接点を介した送
信の少なくとも一方が、前記第８の信号接点を介してアクセサリに送信されるクロック信
号と同期して実行されることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項８】
　前記第６の信号接点および前記第７の信号接点を介したデータ信号の通信は、前記第１
の信号接点を介したデータ信号の通信と比較して、通信速度が速いことを特徴とする請求
項７に記載の電子機器。
【請求項９】
　前記第１の信号接点を介して、オープンドレイン方式の通信が実行され、
　前記第６の信号接点および前記第７の信号接点を介して、ＣＭＯＳ出力による通信が実
行されることを特徴とする請求項７または８に記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記アクセサリとの通信を制御する通信制御部を有することを特徴とする請求項１から
９のいずれか一項の記載の電子機器。
【請求項１１】
　前記電子機器は、撮像装置であることを特徴とする請求項１から１０のいずれか一項の
記載の電子機器。
【請求項１２】
　アクセサリシューを介して電子機器に着脱可能に装着され、前記電子機器の前記アクセ
サリシューと電気的に接続される複数の接点が一列に配列されたアクセサリであって、
　前記複数の接点は、
　前記電子機器と前記アクセサリとの間での通信においてデータ信号の伝達に用いられる
第１の信号接点と、
　前記通信において前記データ信号と同期してクロック信号の受信に用いられる第２の信
号接点と、
　前記電子機器への通信要求信号の送信に用いられる第３の信号接点と、を含み、
　前記第１の信号接点と前記第２の信号接点は互いに隣り合って配置されており、
　前記第１の信号接点の、前記第２の信号接点とは反対隣りに、前記第３の信号接点が配
置されており、
　前記通信要求信号の前記第３の信号接点を介した送信に応じて前記データ信号の前記第
１の信号接点を介した受信が実行されることを特徴とするアクセサリ。
【請求項１３】
　前記第１の信号接点を介した通信中は、前記第２の信号接点を介した前記電子機器から
のクロック信号と前記第３の信号接点を介した前記電子機器への通信要求信号を除き通信
が行われないことを特徴とする請求項１２に記載のアクセサリ。
【請求項１４】
　前記第１の信号接点および前記第２の信号接点を介して、オープンドレイン方式の通信
が実行されることを特徴とする請求項１２または１３に記載のアクセサリ。
【請求項１５】
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　前記第３の信号接点を介して、オープンドレイン方式の通信が実行されることを特徴と
する請求項１２から１４のいずれか１項に記載のアクセサリ。
【請求項１６】
　前記第１の信号接点および前記第２の信号接点は、Ｉ２Ｃ通信に用いられる信号接点で
あることを特徴とする請求項１２から１５のいずれか１項に記載のアクセサリ。
【請求項１７】
　前記第２の信号接点の、前記第１の信号接点とは反対隣りに、前記電子機器から前記照
明機器の発光を制御するための制御信号の受信に用いられる第４の信号接点を有し、
　前記制御信号は、前記第１の信号接点および前記第２の信号接点を介した通信の前もし
くは後に受信されることを特徴とする請求項１２から１６のいずれか一項に記載のアクセ
サリ。
【請求項１８】
　前記第３の信号接点の、前記第１の信号接点とは反対隣に、第５の信号接点、第６の信
号接点、第７の信号接点、第８の信号接点、が順に配置されており、
　前記第５の信号接点を介して前記電子機器から受信される通信要求に応じて、データ信
号の前記第６の信号接点を介した送信およびデータ信号の前記第７の信号接点を介した受
信の少なくとも一方が、前記第８の信号接点を介して電子機器から受信されるクロック信
号と同期して実行されることを特徴とする請求項１２に記載のアクセサリ。
【請求項１９】
　前記第６の信号接点および前記第７の信号接点を介したデータ信号の通信は、前記第１
の信号接点を介したデータ信号の通信と比較して、通信速度が速いことを特徴とする請求
項１８に記載のアクセサリ。
【請求項２０】
　前記第１の信号接点を介して、オープンドレイン方式の通信が実行され、
　前記第６の信号接点および前記第７の信号接点を介して、ＣＭＯＳ出力による通信が実
行されることを特徴とする請求項１８または１９に記載のアクセサリ。
【請求項２１】
　前記複数の接点は、前記アクセサリの前記電子機器への装着方向と直交する第１の方向
に配列され、
　前記第１の方向における前記複数の接点の両外側の位置に前記電子機器へ装着する方向
及び前記第１の方向に直交する方向に突出する突起部を有する接続部を備え、
　前記複数の接点は、
　両端の少なくとも一方に基準電位に接続された基準電位接点を有し、
　前記突起部は、突出する方向における先端の位置のほうが先端から離れた位置よりも前
記第１の方向における幅が小さくなるように、前記複数の接点と対向しない側に斜面部を
有することを特徴とする請求項１２から２０のいずれか１項に記載のアクセサリ。
【請求項２２】
　前記電子機器との通信を制御する通信制御部を有することを特徴とする請求項１２から
２１のいずれか１項の記載のアクセサリ。
【請求項２３】
　前記電子機器は、撮像装置であることを特徴とする請求項１２から２２のいずれか１項
の記載のアクセサリ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の一側面としての電子機器は、アクセサリがアクセサリシューを介して着脱可能
に装着される。該電子機器のアクセサリシューには、アクセサリと電気的に接続される複
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数の接点が一列に配列されている。複数の接点は、電子機器とアクセサリとの間での通信
においてデータ信号の伝達に用いられる第１の信号接点と、上記通信においてデータ信号
と同期してクロック信号の送信に用いられる第２の信号接点と、アクセサリからの通信要
求信号の受信に用いられる第３の信号接点と、を含む。第１の信号接点と第２の信号接点
は互いに隣り合って配置されており、第１の信号接点の、第２の信号接点とは反対隣りに
、第３の信号接点が配置されている。通信要求信号の第３の信号接点を介した受信に応じ
てデータ信号の第１の信号接点を介した送信が実行されることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　また、本発明の他の一側面としてのアクセサリは、アクセサリシューを介して電子機器
に着脱可能に装着される。該アクセサリには、電子機器のアクセサリシューと電気的に接
続される複数の接点が一列に配列されている。複数の接点は、電子機器とアクセサリとの
間での通信においてデータ信号の伝達に用いられる第１の信号接点と、上記通信において
データ信号と同期してクロック信号の受信に用いられる第２の信号接点と、電子機器への
通信要求信号の送信に用いられる第３の信号接点と、を含む。第１の信号接点と第２の信
号接点は互いに隣り合って配置されており、第１の信号接点の、第２の信号接点とは反対
隣りに、第３の信号接点が配置されている。通信要求信号の第３の信号接点を介した送信
に応じてデータ信号の第１の信号接点を介した受信が実行されることを特徴とする。
 


	header
	written-amendment

